
令和４年第１回取手市議会定例会議事日程（第１号）

令和４年２月２８日（月）午前１０時開議

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 議案第 ３号 取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて

議案第 ４号 取手市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例について

議案第 ５号 取手市個人情報保護条例の一部を改正する条例について

議案第 ６号 取手市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例につい

て

議案第 ７号 取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について

日程第５ 議案第 ８号 取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

議案第 ９号 取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について

日程第６ 議案第１０号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例について

日程第７ 議案第１１号 取手市都市下水路管理条例の一部を改正する条例について

議案第１２号 取手市浜田・上萱場集落地区計画の区域における建築物の

制限に関する条例の一部を改正する条例について

議案第１３号 取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関す

る条例の一部を改正する条例について

議案第１４号 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について

議案第１５号 取手市消防団条例の一部を改正する条例について

議案第１６号 市道路線の認定について

議案第１７号 市道路線の変更について

日程第８ 議案第１８号 ３社総交公区第１－３号駅前交通広場整備工事請負契約の

締結について

日程第９ 議案第１９号 令和３年度取手市一般会計補正予算（第１８号）



日程第 10 議案第２０号 令和３年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予

算（第２号）

議案第２１号 令和３年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）

議案第２２号 令和３年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）

議案第２３号 令和３年度取手市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第２４号 令和３年度取手市競輪事業特別会計補正予算（第２号）

日程第 11 議案第２５号 令和４年度取手市一般会計予算

日程第 12 議案第２６号 令和４年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第３０号 令和４年度取手市競輪事業特別会計予算

議案第３１号 令和４年度取手地方公平委員会特別会計予算

日程第 13 議案第２７号 令和４年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

議案第２８号 令和４年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 令和４年度取手市介護保険特別会計予算

日程第 14 議案第３２号 令和４年度取手市一般会計補正予算（第１号）

日程第 15 同意案第 １号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ２号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ３号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ４号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ５号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ６号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ７号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ８号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第 ９号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第１０号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第１１号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第１２号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第１３号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

同意案第１４号 取手市農業委員会委員の選任に関する同意について

日程第 16 諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

日程第 17 議案第３３号 令和３年度取手市一般会計補正予算（第１９号）

日程第 18 請願第２９号 国保税の引下げ、基金の公平な還付（還元）を求める請願

書

日程第 19 委員会提出議案

第 １ 号

取手市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正す

る条例について

日程第 20 選挙第 ３号 茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙につい

て



地方自治法第１２１条により令和４年第１回定例会への出席を求めた者及び委任を受けた説明員

１．出席を求めた者
取 手 市 長 藤 井 信 吾

取 手 市 教 育 委 員 会 教 育 長 伊 藤 哲

取 手 市 農 業 委 員 会 会 長 倉 持 光 男

２．委任を受けた説明員

副 市 長 吉 田 雅 弘

総 務 部 長

選 挙 管 理 委 員 会 書 記 長
鈴 木 文 江

政 策 推 進 部 長 井 橋 貞 夫

財 政 部 長 牧 野 妙 子

福 祉 部 長 稲 葉 芳 弘

健 康 増 進 部 長 大 野 安 史

ま ち づ く り 振 興 部 長 野 口 昇

建 設 部 長 前 野 拓

都 市 整 備 部 長 齋 藤 嘉 彦

会 計 管 理 者

会 計 課 長 事 務 取 扱
倉 持 和 子

総 務 部 次 長

安 全 安 心 対 策 課 長 事 務 取 扱
斉 藤 理 昭

福 祉 部 次 長

障 害 福 祉 課 長 事 務 取 扱
加 藤 輝 代

福 祉 部 次 長

子 育 て 支 援 課 長 事 務 取 扱
飯 野 恵 久 子

ま ち づ く り 振 興 部 次 長

環 境 対 策 課 長 事 務 取 扱
石 塚 幸 夫

建 設 部 次 長

管 理 課 長 事 務 取 扱
森 田 正 和

都 市 整 備 部 次 長

都 市 計 画 課 長 事 務 取 扱
渡 来 真 一

総 務 部 総 務 課 長

選挙管理委員会書記長補佐
澤 部 慶

人 事 課 長 軽 部 幸 雄

情 報 管 理 課 長 大 久 保 益 雄

市 民 協 働 課 長 佐 藤 睦 子

市 民 課 長 稲 村 忠 弘

取 手 支 所 長 藤 原 敏 幸

藤 代 総 合 窓 口 課 長 金 子 秀 明

総 務 課 副 参 事 松 崎 剛

安全安心対策課副参事 鈴 木 和 彦

政 策 推 進 部 政 策 推 進 課 長 彦 坂 哲

秘 書 課 長 丸 山 博

魅力とりで発信課長 立 野 啓 司

文 化 芸 術 課 長 飯 山 貴 与 子

政 策 推 進 課 副 参 事 髙 中 誠

財 政 部 財 政 課 長 中 村 有 幸

管 財 課 長 鈴 木 正 美

公 共 施 設 整 備 課 長 原 部 英 樹

課 税 課 長 橋 本 直 樹

納 税 課 長 三 浦 雄 司

財 政 課 長 補 佐 谷 池 公 治

ふるさと納税推進室長 大 滝 渉

福 祉 部 社 会 福 祉 課 長 下 田 浩

高 齢 福 祉 課 長 秋 山 和 也

高 齢 福 祉 課 副 参 事 井 橋 久 美 子

障 害 福 祉 課 副 参 事 鈴 木 哲 也

健 康 増 進 部 健康づくり推進課長 樋 口 康 代

国 保 年 金 課 長 木 村 太 一

保 健 セ ン タ ー 長 助 川 直 美

ま ち づ く り

振 興 部

産 業 振 興 課 長 海 老 原 輝 夫

農 政 課 長 川 村 昭 彦

環 境 対 策 課

環 境 政 策 室 長
大 隅 正 勝

火葬場組合事務局長 牧 野 孝 浩

建 設 部 道 路 建 設 課 長 榎 根 本 嗣 郎

排 水 対 策 課 長 飯 塚 稔

水 と み ど り の 課 長 森 川 和 典

道 路 建 設 課 副 参 事 渡 辺 光 明

都 市 整 備 部 建 築 指 導 課 長 田 中 健 士

中心市街地整備課長 飯 竹 永 昌

区 画 整 理 課 長 浅 野 和 生

都 市 計 画 課

都 市 政 策 推 進 室 長
中 村 大 地

取 手 市 選 挙 管 理 委 員 会 委 員 長 小 池 健

取 手 市 代 表 監 査 委 員 石 橋 大 輔

取 手 地 方 公 平 委 員 会 委 員 長 大 峰 芳 樹



教 育 委 員 会 教 育 部 長 田 中 英 樹

教 育 参 事 森 田 哲 夫

教 育 次 長

教育総務課長事務取扱
大 手 勉 志

学 務 課 長 直 井 徹

保 健 給 食 課 長 大 野 篤 彦

指 導 課 長 大 越 茂

指 導 課 長

教育総合支援センター長
松 戸 孝 泰

生 涯 学 習 課 長 染 谷 和 之

子 ど も 青 少 年 課 長 香 取 美 弥

ス ポ ー ツ 振 興 課 長 豊 島 寿

図 書 館 課 長 長 塚 逸 人

ふ じ し ろ 図 書 館 長 蛯 原 雅 己

農 業 委 員 会 事 務 局 長 浜 野 彰 久

監 査 委 員 事 務 局 長

取 手 地 方 公 平 委 員 会 事 務 局 長
染 谷 久

消 防 本 部 消 防 長 秋 山 龍 司

次 長 小 林 良 一

総 務 課 長 仲 村 厚

予 防 課 長 齊 藤 正 己

警 防 課 長 岡 田 直 紀

取 手 消 防 署 長 石 島 良 夫

戸 頭 消 防 署 長 酒 井 靖

吉 田 消 防 署 長 福 田 義 久

椚 木 消 防 署 長 吉 田 大 祐



日次 期　日 曜日 会議 時　刻 議　　　事

1 2月28日 月 本会議 午前10時
開会、議案上程、議案質疑・付託
一部議案・討論・採決
請願上程・説明・質疑・付託

2 3月1日 火 本会議 午前10時
一般質問（齋藤・海東・久保田・染谷・
石井・小堤・岩澤議員）

3 3月2日 水 本会議 午前10時
一般質問（根岸・鈴木・細谷・遠山・小
池・佐藤・落合・赤羽・加増・関戸議
員）

4 3月3日 木 委員会 午前10時 総務文教常任委員会（オンライン）

5 3月4日 金 委員会 午前10時 福祉厚生常任委員会（オンライン）

6 3月5日 土 休　会

7 3月6日 日 休　会

8 3月7日 月 委員会 午前10時 建設経済常任委員会（オンライン）

9 3月8日 火 委員会 午前10時
一般会計決算・予算審査特別委員会
（オンライン）

10 3月9日 水 委員会 午前10時
一般会計決算・予算審査特別委員会
（オンライン）

11 3月10日 木 委員会 午前10時
一般会計決算・予算審査特別委員会
（オンライン）

12 3月11日 金 委員会 午後1時
デモテック戦略特別委員会
（オンライン）

13 3月12日 土 休　会

14 3月13日 日 休　会

15 3月14日 月 休　会 議事整理日

16 3月15日 火 本会議 午前10時 委員長報告・質疑・討論・採決

3月16日
～22日

休　会 議事整理日

24 3月23日 水 本会議 午前10時 閉会

令和４年第１回取手市議会定例会会期日程

 ※新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した場合に備え、通常よりも長め
の3月23日までを会期としております。ただし、取手市において感染の拡大が
認められない場合には、3月15日に議決し、閉会する予定です。



令和４年 ２月２５日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 入江 洋一

一部事務組合議会の報告

常総地方広域市町村圏事務組合議会について、議員として下記のとおり出席しましたので、その

概要について報告いたします。

記

１．会議開催日

（１）令和３年１２月２３日

（２）令和４年 ２月１６日

２．会議等名称

（１）令和３年第２回臨時会、令和３年第４回全員協議会

（２）令和４年第１回定例会、令和４年第１回全員協議会

３．内容 別紙のとおり



1

令和３年第２回臨時会報告

１ 日 時 令和３年 12 月 23 日（木）午後２時から午後２時 16 分

２ 場 所 常総環境センター・啓発棟二階会議室

３ 出席議員 12 名（欠席０名）

４ 議決結果

事件の番号 案 件 結 果

報告第 ２号 専決処分事項の報告について

【内容】

令和３年 11 月 15 日に常総運動公園施設内で発生

したリース車両の物損事故の和解に係る専決処分事

項の報告。

主な内容は、公園内の欅枝伐採高所作業中に枯枝

落下により車両のフロントガラスを破損させたもの

で、車両リース会社に損害賠償金 131,780 円を支払う

もの。

【質疑】

・なし

【答弁】

・なし

報 告

議案第 16号 令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会

計補正予算（第２号）について

【内容】

歳入歳出の総額を増減なしとし、歳入歳出総額 73億

1,151 万７千円とする。

歳出で、土木費の公園管理費で温水プール更衣室のロ

ッカー購入費として、備品購入費を増額し、予備費を

減額する。また、年度内の完了が見込めなくなったネ

ットワークシステム整備事業と障害者支援施設空調

設備更新事業の繰越明許費を設定し、令和４年度当初

より契約履行が必要なリース業務委託等について債

務負担行為を追加する。

原案可決



2

【質疑】

・なし。

【答弁】

・なし。

議案第 17号 工事請負変更契約の締結について

【内容】

温水プールの改修工事を施工していく中で判明し

た不具合箇所及び利用者サービス向上を図るため、

更衣室、トイレ、シャワー室等の改修工事を追加す

る。

【質疑】

・不具合箇所は施設劣化調査で判明していたのか。

【答弁】

・調査では判明されず、改修工事に入った際に不具合

箇所が確認された。

【質疑】

・トイレは何台あって、今回、洋式にするのは何台か。

【答弁】

・男女合わせて全部で 11 台で、そのうち９台を交換

し、男女それぞれ和便器１台を残す。

原案可決



3

令和３年第４回全員協議会報告

１ 日 時 令和３年１２月２３日（木）午後２時２５分

２ 場 所 常総環境センター・啓発棟会議室

３ 出席議員 １２名

４ 協議事項

⑴ ごみの減量について

・ 環境センターに搬入されるごみの搬入量は毎年増加傾向で、特にプラスチック製容器

包装及びペットボトルのリサイクル率低下と不燃ごみ増加が顕著となっている。

このまま増加を続ければ、焼却能力を超え、ごみの搬入制限をお願いする事態が想定

される。

関係４市には、このようなごみの状況を認識し、より一層のごみの減量化の協力をお

願いする。

【質疑】

・ ごみ減量化について、ごみ処理による温室効果ガスの問題から、地球温暖化と気候危

機という重大な課題を解決するため、温室効果ガスの抑制という視点を強調すべきであ

る。

【答弁】

・ 組合では温室効果ガスの削減には、ごみの減量化やリサイクル等が重要で、市民一人

ひとりが温室効果ガスの削減について意識していくことが重要と考える。

地球環境とごみ問題に関しては、賢い消費者の視点に立ち、ごみを出さないためには

何が必要かということを関係４市と共に行動していく。

【質疑】

・ ごみの分別を促すためには、ごみ袋に排出者の名前を書くようにすれば良くなると思

う。段ボールは資源ごみなので、絶対に可燃ごみ袋に入れないようにすればよい。各自

治体から区長に分別の徹底をするような対策を講じる必要がある。

【答弁】

・ 関係市のごみプロジェクト班会議の中で、これらの話をさせていただき、対策を講じ

ていく。
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令和４年第１回定例会報告

１ 日 時 令和４年２月 16日（水）午後２時 30 分から午後３時 40分

２ 場 所 常総環境センター・啓発棟二階会議室

３ 出席議員 11 名（欠席１名）

４ 議決結果

事件の番号 案 件 結 果

議案第 １号 常総地方広域市町村圏事務組合職員定数条例の一部

を改正する条例について

【内容】

今後の消防庁舎の統廃合、隊の運用強化に基づく職

員の増員、地方公務員の定年延長を踏まえた長期的な

人事管理を図るため、消防職員の定数条例を改正す

る。

【質疑】

・自然災害への対応について消防職員の定数を考え

るうえで、どのように考慮されているか。

【答弁】

・自然災害への対応としては、防災拠点である消防

署所を水害危険度の低い高台移転を計画している。

人員については、現在の１隊運用を２隊運用が行え

るような人員配置計画とした。また、大規模自然災

害時には、相互の応援協定等の活用を考えている。

【質疑】

・消防隊や救急隊の編成について、実働部隊は年齢

で決めているのか。また、実働部隊から外れても数

多くの現場を経験して豊富な知見を要している職員

の対応は、どのように考えているか。

【答弁】

・実働部隊については、年齢での編成ではなく、現場

経験豊富な職員は指揮者として現場活動している。経

験豊富な職員を本部指揮隊や署下指揮隊に起用し、ベ

テランのノウハウを活用すると共に、構成市の防災主

管課への派遣も含め、柔軟に対応したい。

原案可決
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議案第 ２号 常総地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について

【内容】

組合特別職職員の費用弁償の規定を明確化し、会議

に出席した際に費用弁償を支給できるようにする。

また、関係市の状況を考慮し、日当を支給しないこ

ととし、宿泊料について見直し、あわせて委員会の設

置期間が過ぎている委員を条例から削除する。

【質疑】

・なし。

【答弁】

・なし。

原案可決

議案第３号 常総地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関す

る条例の一部を改正する条例について

【内容】

組合職員の旅費に関する条例について、関係市の状

況を考慮し、日当を支給しないこととし、宿泊料を減

額する。また、新たに、職員の赴任に伴う移転料等に

ついて支給できるようにする。

【質疑】

・なし。

【答弁】

・なし。

原案可決

議案第 ４号 令和３年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会

計補正予算（第３号）について

【内容】

歳入歳出の総額を 2,163 万４千円減額し、歳入歳出

総額 72 億 8,988 万３千円とする。

歳入では、土木費国庫補助金、消防費国庫補助金

を増額し総務債、民生債、土木債及び消防債を減額

原案可決
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する。

歳出では、総務費の防災センター費、民生費の障

害者福祉費、土木費の公園管理費及び消防費の消防

施設費で入札による事業費の減によりそれぞれ減額

する。また、事務棟電力量計取付事業、防災センタ

ー高圧ケーブル及びＰＡＳ交換事業並びに自動制御

装置点検整備事業で、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う機器等の納期が延びたことにより、繰越明

許費を追加する。

【質疑】

・歳出で、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う機器

等の納期が遅れ年度内の完成が困難とあるが、例えば

自動制御装置点検整備事業では、どのような機器に影

響が出ているか。また、新年度の事業計画にも同じよ

うに影響が出るのではないか。

【答弁】

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、自動制御装

置の樹脂素材不足及び半導体需要の高まりにより、外

気及び室内温度の制御を指示するデジタル指示調節

計の出荷が遅れることとなった。こちらは、メーカー

より概ね 10年毎の交換が推奨されているが、利用者
の安全、安心のため、部品交換するものであり、納期

が遅れたことでの支障は出ていない状況です。

また、新年度の事業計画については、各事業の実施

にあたり、事前にメーカー等より情報収集に努め、部

品調達、納期の確認を行い、早期発注などにより対応

していく。

議案第 ５号 令和４年度常総地方広域市町村圏事務組合一般会

計予算について

【内容】

令和４年度一般会計予算は、歳入歳出総額 66 億

5,594 万２千円で、前年度と比較して、４億 8,758 万

３千円、6.8％の減額。

歳入の主なものは、分担金及び負担金で歳入総額に

対し 86.1％を占める。減額の主なものは、衛生費及び

土木費等の減額により分担金及び負担金が４％の減

少、組合債が室内温水プール改修事業等の事業減によ

り 63.1％の減少となる。

歳出では、歳出総額に対し衛生費が 33％、消防費が

原案可決
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39.4％を占めている。減額の主なものは、土木費で前

年度に室内温水プール改修事業を実施したこと、及び

総務費へ人件費等を組み替えたことにより 67.3％減

少し、消防費で、前年度に守谷消防署庁舎及び訓練施

設改修事業を実施したこと等により、5.2％減少とな

る。

【質疑】

・広報紙、常総広域の配布枚数と４市の配布方法につ

いて、お聞きしたい。

地球の温暖化と気候危機、温室効果ガスの削減とい

った視点からの取組みなどを検討しているか。また、

広報でごみの分別と減量化を伝えるべきではないか。

不燃残渣・資源残渣について、いずれも焼却処分し

ており、この量が増え処理能力の限界に近づいてい

る。地球の温暖化と気候危機という視点で改めて市民

に分別を呼びかける必要があると考えるが、いかがで

すか。

【答弁】

・令和３年 12月５日発行の組合広報紙第 67 号では 4

市に７万 5,066 部を配布した。配布方法は、常総市,

取手市,つくばみらい市は新聞に折り込み、守谷市は

守谷市広報と一緒に区長配布とした。

当組合では、構成市と共に、廃棄物の発生抑制、リ

サイクルの促進を市民・事業者等に啓発をしている。

分別徹底による資源化率の向上や紙資源の再生利用

などを行っている他、溶融スラグの有効利用も進めて

いる。

ごみの分別の必要性については、組合では構成４市

と共に、ごみの発生抑制を優先する３Ｒ等の推進、ご

みを電気や熱としてエネルギーを回収するサーマル

リサイクルの推進など、環境負荷をできるだけ低減す

ることが重要であると広報を含めＰＲしていく。

【質疑】

・昨年６月の組合広報紙で不燃ごみの中に、資源ごみ

が 70％含まれていることを紹介している。12 月の広

報では可燃ごみに含まれる雑紙についてふれている

が、可燃ごみの中に雑紙はどのくらいあるか検証して

いるか。

プラスチック製容器包装を分別している市民の比

率はアンケートなどで調査されているか。また、プラ

スチック製容器包装分別をしている市民の方が不燃
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ごみを出す回数は月にどの程度か調査されているか。

４市が行う市民アンケートでごみに関わるアンケー

ト結果は把握しているか。

【答弁】

・組合が毎月行っている可燃ごみの組成分析では、国

で定めた基準である、紙・布類、ビニール・合成樹脂・

ゴム・皮革類、木・竹・ワラ類、厨芥類、不燃物類、

その他の６項目に分類して分析している。そのため、

紙・布類で１項目となるので、可燃ごみの中に雑紙が

どのくらいあるかについて、単独では検証していな

い。12 月発行の広報「常総広域」では、紙・布類 53％

の中に、資源物となる雑紙とはどのようなものかにポ

イントをしぼり、わかりやすく分別を説明している。

構成市が実施した一般的なごみに対する市民アン

ケートについては、把握している。組合では、プラス

チック製容器包装を分別している市民の比率や分別

をしている市民の不燃ごみを出す回数の調査に関し

ては実施していない。常総環境センターでは、構成市

のごみ収集カレンダーに基づき搬入されるごみ・資源

物の量や性状についての報告は、適宜、構成市にフィ

ードバックしている。

【質疑】

・消防本部をはじめ各消防署で新型コロナウイルス

の感染防止に努めているが、最前線で活動する消防隊

員・救急隊員の感染はこれらの活動に大きな影響を与

えるため、新型コロナウイルス検査キットを各消防署

に支給し消防署員が自宅から出勤した際にＰＣＲ検

査、又は抗原定性検査を行うことで、感染を把握し、

感染拡大を防ぐことにつながると考えるが、どのよう

な対応をしているか。

【答弁】

・現在、抗原定性検査キット 190 セットを購入し活用

している。総務省消防庁による消防本部の業務継続の

ための対応に準じ、濃厚接触者になった際、まず、救

急隊員等で勤務する場合、医療従事者扱いとなり、新

型コロナウイルスワクチンを２回接種済みで、２回目

接種後 14 日間が経過し、無症状である者は、毎日業

務前に抗原定性検査キットにより陰性が確認されて

いることで業務に従事させている。また、消防職員が

いわゆるエッセンシャルワーカーで勤務する場合、無

症状であり、陽性者との接触から４日目・５日目に抗
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原定性検査キットにより陰性が確認されていること

で５日目より業務に従事させている。
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令和４年第１回全員協議会報告

１ 日 時 令和４年２月１６日（水）午後２時

２ 場 所 常総環境センター・啓発棟会議室

３ 出席議員 １１名

４ 協議事項

⑴ 消防職員定数条例の改正について

・ 今後の消防体制強化のため、令和元年に改定した第四次消防基本計画における消防庁舎

の統廃合、隊の運用強化に基づく職員の増員、併せて公務員の定年延長を踏まえた長期的

な人事管理を図り、消防職員の定数条例を改正する。

条例定数については、昨今の財政状況、高齢期職員の活用方法、住民サービスの更なる

向上を踏まえつつ、長期的な人事管理を図り、職員の意見を基にシミュレーションした想

定人員を導き出した現実的な数値、286 名を条例定数とした。

【質疑】

・ なし。

【答弁】

・ なし。

⑵ 特別職の費用弁償に関する条例及び職員の旅費に関する条例の改正について

・ 特別職の費用弁償及び一般職の旅費を関係市の状況に合わせ、条例を改正する。

令和４年４月１日から内国旅行における日当は支給しないこととし、宿泊料は特別職を

1万５千円から１万３千円、一般職を１万３千円から１万２千円に減額した。

特別職の費用弁償については、組合議員や委員等の特別職が、その職務に関し会議等に

出席する際に係る交通費を支給できるようにし、あわせて、条例で規定している組合特別

職の職員から委員会の設置期間が過ぎている常総環境センター周辺住民の健康に関する専

門部会の委員を削除した。

一般職の旅費については、赴任の規定を新設し、赴任先でアパートを借りて引っ越すよ

うな場合などの移転料、着後手当及び扶養親族移転料について、国家公務員等の旅費に関

する法律の例により支給できるように整備した。

【質疑】

・ なし。
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【答弁】

・ なし。

⑶ 常総運動公園パークＰＦＩ整備状況について

・ 常総運動公園パークＰＦＩの整備内容は、公募対象公園施設では、キャンプ場、ドッグ

ラン、プールパーク、バーベキュー場を設置し、特定公園施設は、コミュニティーガーデ

ン、体育館エントランスにみんなのあそび場を設置する。

今後の整備スケジュールは、２月に工事計画書、設計図書の提出を受け、内容を組合に

て確認し、基本協定書を締結し、設計図書等許認可、３月には設置・占用の許認可を行い、

４月から工事に着手し、７月からの供用開始を目指している。

【質疑】

・ 基本的には多くの市民に利用していただくことが大変大事だと思うが、これまで無料で

使えた場所の確保は当然必要となってくる。例えば、ゲートボール場は引き続き無料で使

えるのか。

【答弁】

・ 現在、無料で使えるゲートボール場の約半分の敷地がドッグランとして整備される。

ゲートボール場の使用は主に地元２団体の利用があり、ともにグラウンドゴルフを行って

いるが、引き続き利用できるよう調整していく。

【質疑】

・ ドッグプールというのは、犬が泳ぐものなのか。

【答弁】

・ ドッグプールは、ドッグラン利用者の犬が泳ぐ犬用のプールとなる。

⑷ 人事院勧告に伴う組合職員の給与に関する条例等の一部改正について

・ 期末手当の年間支給月数を一般職員、任期付職員及び会計年度任用職員は 0.15 月分、再

任用職員、特定任期付き職員は 0.1 月分引き下げるもので、令和３年分の減額は令和３年

12 月期に反映する予定でしたが先送りとなり、その減額相当分を令和４年６月期の期末手

当から減額する。現状では国の給与法改正がいつ審議されるのか、先が見通せない状況で

あるため、国の改正法の公布を待って専決をお願いしたい。

【質疑】

・ なし。

【答弁】

・ なし。



令和４年 ２月２５日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 佐藤 隆治

一部事務組合議会の報告

茨城県南水道企業団議会について、議員として下記のとおり出席しましたので、その概要につい

て報告いたします。

記

１．会議開催日 令和４年２月１７日

２．会議等名称 第１回定例会

３．内容 別紙のとおり



茨城県南水道企業団の議会報告

令和４年第１回茨城県南水道企業団議会定例会の会議の内容についてご報告いたします。

令和４年２月１７日木曜日午後１時３０分から、企業団の議場において開催され、議案第１号監査

委員の選任について、議案第２号監査委員の選任について、これはそれぞれ有識者及び議会議員から

それぞれの選任となっております。議案第３号長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の一部を改正する条例について、議案第４号令和４年度水道事業会計予算について、計４件が提案

されました。

議案第１号については、取手市在住の税理士である石橋大輔氏が、全員賛成で可決されました。

議案第２号については、利根町議会議員の若泉昌寿議員が全員賛成で可決されました。

議案第３号については、長年改正していなかったものを、現行の法制内容に基づき改正をし直すも

ので、全員賛成で可決されました。

議案第４号の予算については、企業長より、業務の予定量及び収入支出について説明があり、令和

４年度の税抜きでの損益は、８億９８１万９，０００円の純利益となる見込みとのことでありました。

工事予定額については、配水管布設工事費１億７，７１０万円、布設替工事費２４億９，４０３万

円、戸頭配水場更新工事費７億７，２０２万４，０００円、道路復旧工事費４，１８０万円等、合計

３７億２，５８９万円を予定しているとのことでした。

３人の議員から質疑がありましたが、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決されました。

その他、一般質問では、３人の議員から茨城県が公表しました新水道ビジョンについて、１県１水

道事業を目指す指針についての質問があり、その他、水道料金の引き下げについて、水道管の規格外

塗料の仕様について等の質問がありました。

以上、茨城県南水道企業団議会定例会の報告でございます。



令和4年2月25日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 落合信太郎

一部事務組合の報告

取手地方広域下水道組合議会について、議員として下記のとおり出席しましたので、その概要に

ついて報告いたします。

記

１．日時 令和４年２月１８日

２．会議等名称 令和４年第１回取手地方下水道組合議会定例会

３．内容 下記のとおり
（以下、概要を記載）

日程第１ 会議録署名議員の指名 須田光雄議員 落合信太郎議員を指名

日程第２ 会期の決定 1日限り

日程第３ 議案第１号 取手地方広域下水道組合職員の宣誓に関する条例の一部を
改正する条例について
提案理由
行政手続における押印見直しに伴い宣誓書の押印を廃止するほか、所要の
整理を行うために、本条例の一部を改正する。⇒質疑、討論なく全員賛成
により原案可決

日程第４ 議案第２号 令和３年度取手地方広域下水道組合下水道事業会計補正予算（第２号）
⇒質疑、討論なく 全員賛成により原案可決

日程第５ 議案第３号 令和４年度取手地方広域下水道組合下水道事業会計予算
⇒１名の議員から質疑があり 全員賛成により原案可決



日程第６ 一般質問 １名の議員が「公共下水道整備と今後の課題について」質問しました。

追加議案

日程第７ 同意案第１号 取手地方広域下水道組合監査委員の選任に関する同意について
提案理由 監査委員の金澤克仁氏が令和４年２月１８日をもって辞職されま

したのであらたに組合議員の小堤修氏が選任され⇒質疑、討論な
く全員賛成で原案のとおり同意されました。

以上



令和４年 ２ 月２１日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 鈴木三男

一部事務組合議会の報告

利根川水系県南水防事務組合議会 について、議員として下記のとおり出席しましたので、その

概要について報告いたします。

記

１．会議開催日 令和４年２月１４日

２．会議等名称 第１回定例会

３．内容 下記のとおり。

議案第１号 令和４年度利根川水系県南水防事務組合一般会計歳入歳出予算について

歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ１２，２４８千円と定める。

議案第１号議案は、質疑もなく全員の賛成で可決。

構成市負担金削減の２年目にあたり財政調整基金から繰入を行います。

令和５年度は、基金残高不足で繰入できないため構成市に負担金額の調整をお願いすることにな

るようです。

選出議員の任期満了になるため各市議会議長に選出依頼をしております。

また、５月２１日には第７０回利根川水系連合・総合水防演習が計画されておりますが、コロナ

禍に伴い規模縮小で水防団訓練は取手市消防団のみで行い、来場者・見学者数も制限する方向で

計画されております。

以 上



令和４年 ２月 ２２日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 齋藤 久代

一部事務組合議会の報告

取手市外２市火葬場組合議会 について、議員として下記のとおり出席しましたので、その概要

について報告いたします。

記

１．会議開催日 令和４年２月３日

２．会議等名称 令和４年取手市外２市火葬場組合議会定例会

３．内容 下記のとおり。

取手市役所議事堂大会議室において開かれた令和４年取手市外２市火葬場組合議会定例会の主な内

容について報告します。

提出された議案は

「火葬場組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」

「火葬場組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例」

「令和４年度火葬場組合一般会計予算」の３議案。

「特別職の報酬等の条例の一部改正」及び「議員報酬等に関する条例の制定」については藤井管理

者から「監査委員の報酬を年額から日額に変更するなど所要の整備を行うことのほか、地方自治法第

２０３条の規定に基づき、議員報酬等に関する規定を他の報酬から独立して新たに条例を制定するも

の」との提案理由が述べられ、事務局からは補足説明。その後、質疑応答と採決が行われ、両議案と

も原案のとおり可決。

一般会計予算についても藤井管理者から提案理由が述べられ、事務局から予算内容の説明。

令和４年度の一般会計予算は、１億８千３百７０万３千円で、前年度と比較して３千５百１８万８

千円の増。

予算の主な増の要因は、火葬場が供用開始から３０年が経過していることから、内部タイルの改修

や電気集じん機等の設備の改修が必要となったため工事請負費が増加。また、やすらぎ苑の雨水を流



しているやすらぎ苑脇を流れる排水路の改修のための工事負担金が新たに計上されたことなどが挙げ

られました。

質疑応答と採決がなされ、令和４年度一般会計予算は原案のとおり可決。

以上、火葬場組合議会定例会の内容の報告といたします。



令和4年2月 25 日

取手市議会議長 殿

取手市議会議員 結城繁

一部事務組合議会の報告

茨城県後期高齢者医療広域連合議会について、議員として下記のとおり出席しましたので、その概

要について報告いたします。

記

１．日時 令和4年2月1日

２．会議等名称 第１回全員協議会

３．内容 下記のとおり。

水戸市役所議会全員協議会室におきまして、令和4年茨城県後期高齢者医療広域連合議会全員協議

会が開催されました。

今回の全員協議会では、令和4年2月22日に開催予定の令和4年度第１回広域連合議会定例会に

上程される予定の

1 条例の一部を改正する条例の制定について

2 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計予算

3 令和４年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算

4 令和３年度茨城県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第２号）

5 令和３年度茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

6 茨城県後期高齢者医療広域連合第４次広域計画の策定について

7 専決処分の報告及び承認を求めることについて

以上の議案、報告の概略説明が行われました。説明書を事務局に置いておきますので詳細はそちら

をご覧ください。

報告を終わります。



取市発第５１８号

令和４年２月２２日

取手市議会議長

金 澤 克 仁 殿

取手市長 藤 井 信 吾

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分について（報告）

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき，議会の議決により指定された市長の

専決処分事項として下記のとおり専決処分しましたので，同条第２項の規定により報

告します。

記

専決処分第５号 損害賠償の額を定め和解することについて

（事故後の対応）当該事故現場については側溝の蓋の掛け直しを行い，当該事故現場

の周辺についても安全確認を行いました。



専決処分第５号

専 決 処 分 書

損害賠償の額を定め和解することについて，地方自治法第１８０条第１項の規

定に基づき，議会の議決により指定された市長の専決処分事項として，次のとお

り専決処分する。

令和４年２月２１日

取手市長 藤 井 信 吾

損害賠償の額を定め和解することについて

地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により，市が管理する

道路における事故による損害について，次のとおり賠償し，和解するものとする。

１ 相手方 （住所）○○○○○○〇○○〇

（氏名）○○○○○

２ 事故の概要

令和３年１０月９日午後６時５０分頃，取手市新町地区の市道において，相手

方所有の自動車が走行していたところ，当該道路の側溝の蓋が外れた部分に当該

車両の右前方部分が接触し，当該車両を損傷したものである。

３ 損害賠償額 ２７５，７５４円（過失割合 市８０：相手方２０）



取市発第５１７号

令和４年２月２１日

取手市議会議長

金 澤 克 仁 様

取手市長 藤 井 信 吾

議会で採択された請願の処理状況について（報告）

議会で採択された請願の処理状況について，別紙のとおり報告いたします。
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。
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議 案 付 託 表

令和４年第１回定例会

○総務文教常任委員会

〇福祉厚生常任委員会

〇建設経済常任委員会

事件 の 番 号 件 名

議案第 ３号 取手市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

議案第 ４号 取手市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

議案第 ５号 取手市個人情報保護条例の一部を改正する条例について

議案第 ６号 取手市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例について

議案第 ７号 取手市立市民会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ

いて

議案第１４号 取手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について

議案第１５号 取手市消防団条例の一部を改正する条例について

議案第３１号 令和４年度取手地方公平委員会特別会計予算

事件 の 番 号 件 名

議案第 ８号 取手市立老人福祉センター及び障害者福祉センターの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例について

議案第 ９号 取手市立かたらいの郷の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について

議案第１０号 取手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第２１号 令和３年度取手市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

議案第２２号 令和３年度取手市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

議案第２３号 令和３年度取手市介護保険特別会計補正予算（第３号）

議案第２７号 令和４年度取手市国民健康保険事業特別会計予算

議案第２８号 令和４年度取手市後期高齢者医療特別会計予算

議案第２９号 令和４年度取手市介護保険特別会計予算

事件 の 番 号 件 名

議案第１１号 取手市都市下水路管理条例の一部を改正する条例について

議案第１２号 取手市浜田・上萱場集落地区計画の区域における建築物の制限に関する条例

の一部を改正する条例について

議案第１３号 取手市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を

改正する条例について

議案第１６号 市道路線の認定について

議案第１７号 市道路線の変更について

議案第２０号 令和３年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計補正予算（第２号）

議案第２４号 令和３年度取手市競輪事業特別会計補正予算（第２号）

議案第２６号 令和４年度取手市取手駅西口都市整備事業特別会計予算

議案第３０号 令和４年度取手市競輪事業特別会計予算



〇一般会計決算・予算審査特別委員会

事件 の 番 号 件 名

議案第１９号 令和３年度取手市一般会計補正予算（第１８号）

議案第２５号 令和４年度取手市一般会計予算

議案第３２号 令和４年度取手市一般会計補正予算（第１号）

議案第３３号 令和３年度取手市一般会計補正予算（第１９号）



議案第２５号 令和４年度一般会計予算

質疑通告一覧表

令和４年第１回定例会

質疑

順位
質疑者 質疑事項 質疑要旨

予算書又は

予算説明書の

ページ等

１ 齋藤久代

議 員

予防費

予防接種に要する経費

ＨＰＶワクチンについて

１ 見込み回数（8,140）の対象者の内

訳と詳細

２ キャッチアップ接種対象者であっ

て、３回目途中の人に対しての考え

方。また、自費で３回接種した人へ

の助成についての考え方

３ 取手市に住民票があって、他市、

他県などに住んでいるような場合の

対応

４ 医療機関との連携

５ 周知方法と時期

予算書P155

予算説明書P71

～P73



請 願 文 書 表

令和４年第１回定例会

受付

番号

受付

月日
件 名

請 願 者

（紹介議員）

付 託

委員会

２９ 2/18 国保税の引下げ、基金の公

平な還付（還元）を求める

請願書

取手市椚木 463-13

取手地域社会保障推進協議会

代表 渡辺 昭七

ほか 1,608 人

（小池悦子）

福祉厚生



国保税の引下げ、基金の公平な還付（還元）を求める請願書

紹介議員 小池 悦子

・請願趣旨

国民健康保険の目的は市民の健康を守ることです。その国保会計は毎年大幅な黒字で、基金とし

て積み上げられてきました。2021年度は「コロナ禍」で受診控えなどの影響で、約16億円を含む

国保基金は44億円（2021年９月議会）に積み上がることが明らかになりました。県内一過大に積

み上げられた基金への関心と改善の必要性が、議会内の総意となり、議会が基金の内2021年度分

の約16億円を被保険者へ還元することを市長に要請しました。市は2022・2023年度の２ヵ年にか

けて被保険者への還元を約束し、具体的な方法については検討中です。

高すぎて払いきれない国保税の滞納者も増加し、その上「コロナ禍」による市民の健康悪化が進

み、暮らしと営業が疲弊しています。そうした中、命と健康を守る取手市の国保制度や医療行政に

よる支援や助成が強く求められます。

過大な国保基金は、市民の命と健康を守るために有効に活用することが取手市の責任でもありま

す。市民の負担軽減を図り暮らしを守ること、安心して医療が受けれられる環境をつくることです。

以上のことから、下記の事項について求めるものです。

・請願事項

１ 国民健康保険税の所得割税率と均等割額の引下げを行うこと

２ 18歳以下の均等割は全額減免とすること

３ 2021年度基金の一部（約16億円）の還付（還元）は公平に行うこと

以上、地方自治法第124条の規定により請願いたします。

令和４年２月１８日

請願者代表

住所 取手市椚木463-13

氏名 取手地域社会保障推進協議会

代表 渡辺 昭七 ほか1,608人

取手市議会議長 殿

請願 第２９号

受付 令 和 ４年 ２月 １ ８ 日



委員会提出議案第１号

取手市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について

上記の議案を別紙のとおり，取手市議会会議規則第１４条第２項の規定により提

出する。

令和４年 ２月２８日

取手市議会議長 金澤 克仁 殿

提出者 議 会 運 営 委 員 会

委員長 佐藤 隆治

提案理由

政務活動費に係る収支報告書への押印の見直しに合わせて，当該収支報告書の様

式を規則で定めることとするため，本条例の一部を改正するものです。



取手市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例

取手市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例第２号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。

別記様式を削る。

付 則

（施行期日）

１ この条例は，令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は，

この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し，同日前にこの

条例による改正前の取手市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付

された政務活動費については，なお従前の例による。

改正後 改正前

(収支報告書の提出) (収支報告書の提出)

第 6 条 政務活動費の交付を受けた会派の

経理責任者及び無会派議員は，政務活動費

に係る収入及び支出並びにその明細を記

載した報告書(以下「収支報告書」という。)

を作成し，領収書の原本を添付して議長に

提出しなければならない。

第 6 条 政務活動費の交付を受けた会派の

経理責任者及び無会派議員は，別記様式に

より，政務活動費に係る収入及び支出並び

にその明細を記載した報告書(以下「収支

報告書」という。)を作成し，領収書の原

本を添付して議長に提出しなければなら

ない。

2から 4まで (略) 2 から 4まで (略)



決議案第１号

ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議案について

標記の決議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２項の規定により提出する。

令和４年 ２月２８日

取手市議会議長

金 澤 克 仁 殿

提出者 取手市議会議員 岩 澤 信

〃 〃 山野井 隆

〃 〃 染 谷 和 博

〃 〃 関 戸 勇

〔提案理由〕

ロシアに対し、ウクライナへの侵略、軍事行動を直ちに中止するよう求めるとともに、

政府に対し、現地在留邦人の安全確保に努めるとともに、国際社会と緊密に連携しつつ、

毅然たる態度でロシアに対して制裁措置の徹底及び強化を図り、即時無条件でのロシア軍

の撤退を求めるよう要請するため。



ロシアによるウクライナへの侵略に断固抗議する決議案

ロシアのプーチン政権のウクライナへの侵略は、国連憲章に違反し国際社会の平和と安全、

秩序を著しく損なう暴挙であり断じて許すことはできない。既に先制攻撃により多数の民間

人を含む人々の命が奪われている。

ミサイルなどの爆撃により、ウクライナに拠点を置く日本企業をはじめ現地在留邦人の生

命が危ぶまれる事態である。

このような武力を背景にした一方的な現状変更は明白な国際法違反であり、国際秩序の根

幹を揺るがすもので看過できない。

ここに取手市議会は、ロシアに対し、ウクライナへの侵略、軍事行動を直ちに中止するよ

う求めるものである。

政府においては、現地在留邦人の安全確保に努めるとともに、国際社会と緊密に連携しつ

つ、毅然たる態度でロシアに対して制裁措置の徹底及び強化を図り、即時無条件でのロシア

軍の撤退を求めるよう要請する。

以上、決議する。

令和４年 月 日

茨城県取手市議会



一般質問発言順序決定表 

 

 令和４年第１回定例会 

一般質問１日目 

３月１日（火）１０時開議予定 

一般質問２日目 

３月２日（水）１０時開議予定 

質問 

順位 
質 問 者 

質問 

順位 
質 問 者 

質問 

順位 
質 問 者 

質問 

順位 
質 問 者 

１ 齋藤 ７ 岩澤 １ 根岸 ７ 落合 

２ 海東   ２ 鈴木 ８ 赤羽 

３ 久保田   ３ 細谷 ９ 加増 

４ 染谷   ４ 遠山 １０ 関戸 

５ 石井   ５ 小池   

６ 小堤   ６ 佐藤   

 

 

 



 

１ 

一般質問発言通告事項一覧表 

 

３月１日（火）                             令和４年第１回定例会 

質問 

順位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  要  旨 

答 弁 を 

求める者 

１ 齋藤久代 

議 員 

シビックプライド醸

成の取組について 

１ 「選ばれるまち」 

２ 「選ばれるまち」その先へ 

３ 「シビックプライドランキング」 

４ シビックプライド醸成の取組 

市 長 

産後ドゥーラについ

て 

１ 社会的ニーズ認識 

２ 公費助成 

市 長 

２ 海東一弘 

議 員 

更生保護に関わる他

機関等との連携につ

いて 

１ 現在の状況と考え方 

２ 協力等に向けた方策 

３ 地方再犯防止推進計画の策定 

市 長 

 

３ 久保田真澄 

議 員 

双葉地区内水対策に

ついて 
１ 双葉第一ポンプ場非常用自家発電機の不

具合 

２ 再発防止に向けた取組 

市 長 

公共トイレ協力店に

ついて 

１ コンビニトイレを公共トイレとして利用

できる取組 

市 長 

４ 染谷和博 

議 員 

障がい者手帳アプリ

について 

１ コミュニティバスでの導入は始まったが

公共施設（各種窓口）での取組状況 

市 長 

パートナーシップ制

度について 

１ 市での導入に向けての取組状況 市 長 

ウォータークーラー

の設置について 

１ 熱中症対策、プラスチックごみ削減のため

公共施設や体育館など避難所への設置 

市 長 

教 育 長 

５ 石井めぐみ 

議 員 

クラウドファンディ

ングのさらなる活用

について 

１ 産業振興を中心とした地域活性化のため

の活動資金の調達 

２ 広域連携ガバメントクラウドファンディ

ング 

３ 域内の中小企業や地域づくり団体などの

支援策としての活用 

市 長 

６ 小堤  修 

議 員 

民法改正に伴う成年

年齢引き下げについ

て 

１ 今までと変わる事項で注意しなければな

らないことと行政の対応 

２ 成年としての政治への参画意識高揚によ

る投票率アップ 

３ 成人式とは別に、18歳の成年に対し大人と

しての自覚を促す方策 

市 長 

教 育 長 

選管委員長 

  



 

２ 

質問 

順位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  要  旨 

答 弁 を 

求める者 

７ 岩澤  信 

議 員 

健康づくり推進事業

について 

１ コロナ禍での、外出自粛に伴う運動機会の

減少 

２ 生活習慣病や寝たきり予防の施策 

市 長 

 

  



 

３ 

３月２日（水）                            令和４年第１回定例会 

質問 

順位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  要  旨 

答 弁 を 

求める者 

８ 根岸裕美子 

議 員 

公共施設等総合管理

計画第１次行動計画

について 

１ 本計画では触れられていない、取手駅西口

再開発事業における公共施設整備計画の進

捗現状は 

２ 本計画と新設施設の整合性 

３ 多くの、そして多様な市民とともに縮減方

法を検討、策定するための協議会の設置を 

市 長 

給食センターにおけ

る個別施設計画につ

いて 

１ 個別施設計画策定に必要な方針決定を、い

つまでに、どこで協議するか 

２ 衛生管理の課題解決、対策は 

３ 親子方式 

教 育 長 

９ 鈴木三男 

議 員 

令和４年度予算案に

ついて 

１ 歳入における地方税、地方交付税、合併特

例債 

２ 歳出（目的別） 

３ 枠配分方式 

４ 今後の予算編成の方針 

市 長 

 

１０ 細谷典男 

議 員 

桑原の開発について １ 桑原地区の将来と進捗状況 

（１）地区界測量の状況 

（２）交通量調査の状況 

（３）基本設計の状況 

２ 地権者のリスク（負担）とリターン 

（１）事業費負担方法 

（２）地代、譲渡 

（３）農地転用に関わる費用負担 

（４）その他、地権者の負担 

（５）上記について準備組合発足時、地権者へ

の費用負担の説明はどのようになされた

か 

３ 市のリスクとリターン 

４ 事業者のリスクとリターン 

５ 今後の課題 

（１）土地区画整理組合の設立に向けて対策の

強化 

（２）組合設立の時点で明確にすべきことは何

か 

（３）事業認可、農地転用、組合設立などのハ

ードルの順番と日程（時期） 

６ 事業協力者の動向 

市 長 

 

 

  



 

４ 

質問 

順位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  要  旨 

答 弁 を 

求める者 

１１ 遠山智恵子 

議 員 

いじめ防止策の取組

状況について 

１ 特に、コロナ禍の中での取組は大変だと理

解しているが、しかし子どもたちは日々成長

し、友達との関わりも重要。次の取組を通し

て、検証したい 

（１）全員担任制・チーム指導 

（２）教育相談部会 

（３）２学期制 

（４）35～40人を超える学級への改善 

（５）オンライン授業での課題取組状況 

（６）子どもの生活が一変した背景には家族の

負担増も見逃せない。取組状況は 

教 育 長 

放課後子どもクラブ

運営について 

１ 児童クラブと子ども教室とに分けて保育

するよう求めてきたが、新年度に向けてどの

ように進めるのか伺う 

２ 業務委託仕様書に沿ったもの（運営等）に

なっているのか 

教 育 長 

１２ 小池悦子 

議 員 

国民健康保険税の引

下げと国保財政調整

基金の還元について 

１ 国民健康保険加入者の状況と実態 

(１)短期保険証・資格証明書世帯 

(２)法定減免世帯 

(３)滞納世帯 

２ ２方式変更へのシミュレーション 

３ 減免対象の拡大 

４ 協会けんぽ並に国保税の引下げへ 

市 長 

１３ 佐藤隆治 

議 員 

コロナ禍における市

の協働による地域づ

くりについて 

１ 現状の認識 

２ 今後の方向性 

市 長 

フレイル予防と地域

問題の解消について 

１ 学生インターンと市内の施設見学を通し

て感じたこと 

２ 今後のフレイル予防の取組 

市 長 

１４ 落合信太郎 

議 員 

備えない防災 

フェーズフリーにつ

いて 

１ 導入、啓発活動 

２ ゼロエネルギービル 

３ 学校のフェーズフリー 

市 長 

教 育 長 

コミバスについて １ 運行状況 

２ 公共交通との連携 

３ 今後の方針 

市 長 

 

 

 



 

５ 

質問 

順位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  要  旨 

答 弁 を 

求める者 

１５ 赤羽直一 

議 員 

令和４年度予算につ

いて 

１ 市長在任４期目の最終年度を迎え、市長が

特に進める重点施策は 

市 長 

山王小学校について １ 小規模特認校の成果 

２ 来年度入学予定者 

３ 小規模特認校の広報 

教 育 長 

１６ 加増充子 

議 員 

西口開発について １ 土地区画整理事業 

（１）暫定広場整備の進捗と今後の見通し 

（２）駅前交通広場整備の課題 

（３）地権者の同意を得るための市の責任ある

対応は不可欠。市長の姿勢を示すべき 

市 長 

市公共施設等総合管

理計画第１次行動計

画について 

１ 公共施設の在り方の検討は、利用者・市民

主体に行うこと 

２ コミュニティー・文化の拠点である公共施

設縮減は、市民活動を低下させ地域の衰退を

招く 

市 長 

１７ 関戸  勇 

議 員 

新型コロナウイルス

感染症から市民の

命、暮らし守る対策

について 

１ ３回目のワクチン接種の進捗状況と促進

に向けた対応 

２ 新たな感染拡大を防ぐためＰＣＲ検査（抗

原検査を含む）を市独自でも行うべき 

３ 子育て世帯への臨時特別給付金を全ての

子育て世帯に広げること 

４ ＣＯ₂濃度測定器の無償貸出しなど 

市 長 

温室効果ガスを削減

する視点からごみ減

量化の取組について 

１ ごみの焼却量が増えている現状をどう捉

えているか 

２ プラスチック製容器包装の回収を週１回 

に戻すべき 

３ 気候危機を回避する視点からの取組を進

めるべき 

４ 広報「常総広域」（旧「じょうそう」）を「蘖

（ひこばえ）」と同じように全世帯へ配布を

するよう働きかけてはどうか 

市 長 

 

 

 

 


